
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人高井吉兵衛上告理由は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。

　第一点について。

　論旨は、訴訟上自白の徹回は、相手方において其の自白を援用する以上其自白は

錯誤に出でたること及び其取消を主張することの二事実があつて初めて裁判所はそ

の自白の取消の適否を判断すべきものであると主張する。しかし記録を調べて見る

に、被上告人（被控訴人）は所論三万円の小切手について従前の主張を徹回し之と

相容れない事実を主張したことが明らかであるから被上告人（被控訴人）は右三万

円の小切手についての自白の取消を主張したものと解すべきは当然である。そして

原審においては、被上告人（被控訴人）が右三万円についての主張を徹回したのは

錯誤に出でたるものであることが明らかであると認定して居り其の認定は相当であ

ると認められるから、原審において自白の取消につき所論のように判断をしたこと

は当然であつて何等違法はない。

　第二点第三点について。

　当事者の自白した事実が真実に合致しないことの証明がある以上その自白は錯誤

に出たものと認めることができるから原審において被上告人の供述其他の資料によ

り被上告人の自白を真実に合致しないものと認めた上之を錯誤に基くものと認定し

たことは違法とはいえない。論旨は独自の見解に基くものであるから採用し難い。

　よつて民法第四〇一条、第八九条、第九五条により主文の通り判決する。

　以上は裁判官全員一致の意見である。
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